
※１割負担のご利用者

第１段階 300円 880円 1,804円
第２段階 600円 880円 2,104円

第３段階① 1,000円 1,370円 2,994円
第３段階② 1,300円 1,370円 3,294円
第４段階 1,445円 2,066円 4,135円
第１段階 300円 880円 1,948円
第２段階 600円 880円 2,248円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,138円
第３段階② 1,300円 1,370円 3,438円
第４段階 1,445円 2,066円 4,279円
第１段階 300円 880円 2,024円
第２段階 600円 880円 2,324円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,214円
第３段階② 1,300円 1,370円 3,514円
第４段階 1,445円 2,066円 4,355円
第１段階 300円 880円 2,101円
第２段階 600円 880円 2,401円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,291円
第３段階② 1,300円 1,370円 3,591円
第４段階 1,445円 2,066円 4,432円
第１段階 300円 880円 2,187円
第２段階 600円 880円 2,487円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,377円
第３段階② 1,300円 1,370円 3,677円
第４段階 1,445円 2,066円 4,518円
第１段階 300円 880円 2,268円
第２段階 600円 880円 2,568円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,458円
第３段階② 1,300円 1,370円 3,758円
第４段階 1,445円 2,066円 4,599円
第１段階 300円 880円 2,346円
第２段階 600円 880円 2,646円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,536円
第３段階② 1,300円 1,370円 3,836円
第４段階 1,445円 2,066円 4,677円

1,007円

1,166円

要介護３ 847円 18円 18円 124円

1,088円

要介護５ 987円 18円 18円 143円

要介護４ 918円 18円 18円 134円

921円

要介護１ 704円 18円 18円 104円 844円

要介護２ 772円 18円 18円 113円

624円

要支援２ 656円 0円 18円 94円 768円

要支援１ 529円 0円 18円 77円

所定単位
の合計額

所得区分 食　費 居住費

短期入所１日当たりの利用料金表

およそ
１日の

利用料金
介護度

基本
サービス費

夜勤職員配置
加算(Ⅱ)

サービス
提供体制
加算(Ⅱ)

介護職員等
処遇改善
加算(Ⅰ)



※２割負担のご利用者

要支援１ 1,058円 153円 1,247円 4,758円
要支援２ 1,312円 189円 1,537円 5,048円
要介護１ 1,408円 207円 1,687円 5,198円
要介護２ 1,544円 226円 1,842円 5,353円
要介護３ 1,694円 247円 2,013円 5,524円
要介護４ 1,836円 267円 2,175円 5,686円
要介護５ 1,974円 286円 2,332円 5,843円

※３割負担のご利用者

要支援１ 1,587円 230円 1,871円 5,382円
要支援２ 1,968円 283円 2,305円 5,816円
要介護１ 2,112円 311円 2,531円 6,042円
要介護２ 2,316円 339円 2,763円 6,274円
要介護３ 2,541円 371円 3,020円 6,531円
要介護４ 2,754円 401円 3,263円 6,774円
要介護５ 2,961円 430円 3,499円 7,010円

※１．加算項目に変更がある場合、利用料金は変更になります。

　２．食費は、朝食４０１円、昼食５２２円、夕食５２２円です。

　３．介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)は１か月の所定単位数に加算率１４.０％を乗じた金額です。

　４．所得区分は次の通りです。

　　  ・第１段階　生活保護受給者、又は、市町村民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者で、

　　  　　　　　　かつ、預貯金等が１,０００万円（夫婦は２,０００万円）以下の方

　　  ・第２段階　市町村民税非課税世帯の方であって、年金収入金額（非課税年金を含む）と合計所得金額の合計が８０万円以下で、

　　　　　　　　　かつ、預貯金等が６５０万円（夫婦は１,６５０万円）以下の方

　　  ・第３段階①　市町村民税非課税世帯の方であって、年金収入金額（非課税年金を含む）と合計所得金額の合計が８０万円超１２０万円以下で、

　　     　　　 　　かつ、預貯金等が５５０万円（夫婦は１,５５０万円）以下の方

　　  ・第３段階②　市町村民税非課税世帯の方であって、年金収入金額（非課税年金を含む）と合計所得金額の合計が１２０万円超で、

　　     　　　　 　かつ、預貯金等が５００万円（夫婦は１,５００万円）以下の方

　　  ・第４段階　第１段階から第３段階以外の方

特別養護老人ホーム旭川ねむのきの華

およそ
１日の

利用料金
介護度

基本
サービス費

0円 54円

2,066円
54円 54円

所定単位
の合計額

所得区分 食　費 居住費
およそ
１日の

利用料金

第４段階 1,445円

介護度
基本

サービス費
夜勤職員配置

加算(Ⅱ)

サービス
提供体制
加算(Ⅱ)

介護職員等
処遇改善
加算(Ⅰ)

0円 36円

2,066円
36円

夜勤職員配置
加算(Ⅱ)

サービス
提供体制
加算(Ⅱ)

介護職員等
処遇改善
加算(Ⅰ)

所定単位
の合計額

所得区分 食　費

第４段階 1,445円
36円

居住費


